
大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

令和６年９月２７日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第３９号 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規 

則の一部を改正する規則 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則（平成

２７年大和市規則第５８号）の一部を次のように改正する。 

目次中「別表第１」を「別表」に、「別表第２の規則で定める事務及び情報」を「第４条第１項

第３号に掲げる事務及び同条第３項で定める特定個人情報」に、「第３８条」を「第４６条」に、

「別表第３の規則で定める事務及び情報」を「第４条第１項第３号に掲げる事務及び同条例第５条

第１項第２号の規則で定める特定個人情報」に、「第３９条」を「第４７条」に、「第４６条」を

「第５５条」に、「第４７条」を「第５６条」に改める。 

第２条中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の

主務省令で定める事務を定める命令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令」に、「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命

令（平成２６年内閣府・総務省令第７号。第３８条において「別表第二の主務省令」を「行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定

個人情報の提供に関する命令（令和６年デジタル庁・総務省令第９号。第９条、第４５条及び第４

６条において「情報連携主務省令」に改める。 

第２章の章名中「別表第１」を「別表」に改める。 

第３条の前の見出し及び同条から第６条の５までの規定中「別表第１の」を「別表」に改める。 

第８条中「別表第１の６の項」を「別表５の項」に改める。 

第３章の章名中「別表第２の規則で定める事務及び情報」を「第４条第１項第３号に掲げる事務

及び同条第３項の規則で定める特定個人情報」に改める。 

第４７条を第５６条とする。 

第４６条中「条例別表第３の９の項の規則」を「第４７条の表８の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、第４章中同条を第５５条とする。 



第４５条中「条例別表第３の８の項の規則」を「第４７条の表７の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第５４条とする。 

第４４条中「条例別表第３の７の項の規則」を「第４７条の表６の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第５３条とする。 

第４３条中「条例別表第３の６の項の規則」を「第４７条の表５の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第５２条とする。 

第４２条中「条例別表第３の５の項の規則」を「第４７条の表４の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第５１条とする。 

第４１条中「条例別表第３の４の項の規則」を「第４７条の表３の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第５０条とする。 

第４０条中「条例別表第３の２の項の規則」を「第４７条の表２の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第４９条とする。 

第３９条の前の見出しを削り、同条中「条例別表第３の」を「前条の表」に改め、「の規則」を

削り、同条を第４８条とし、第４章中同条の前に次の見出し及び１条を加える。 

（条例第４条第１項第３号に掲げる事務及び条例第５条第１項第２号の規則で定める特定個人情

報） 

第４７条 条例第４条第１項第３号に掲げる事務（前章で定めるものを除く。）は、次の表の第１

欄に掲げる情報照会機関が行う同表の第２欄に掲げる事務とし、条例第５条第１項第２号の規則

で定める特定個人情報は、同表の第３欄に掲げる情報提供機関が保有する同表の第４欄に掲げる

特定個人情報とする。 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 教育委員会 学校教育法による就学

援助に関する事務であ

って第４８条で定める

もの 

市長 生活保護関係情報であって第

４８条で定めるもの 

地方税関係情報であって第

４８条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって第４８条で定

めるもの 



２ 市長 生活保護法による保護

の決定及び実施、就労

自立給付金若しくは進

学・就職準備給付金の

支給、保護に要する費

用の返還又は徴収金の

徴収に関する事務であ

って第４９条で定める

もの 

教育委員会 生活保護法第２９条第１項の

規定による必要な書類の閲

覧、資料の提供若しくは報告

を求めることができる情報又

は同法第５５条の６の規定に

よる報告を求めることができ

る情報であって第４９条で定

めるもの 

３ 教育委員会 学校保健安全法による

医療に要する費用につ

いての援助に関する事

務であって第５０条で

定めるもの 

市長 生活保護関係情報であって第

５０条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る情報であって第５０条で定

めるもの 

４ 市長 下水道使用料の徴収に

関する事務であって第

５１条で定めるもの 

教育委員会 地方自治法第２３１条の３第

３項の規定によりその例によ

ることとされる地方税法第

２０条の１１の規定による協

力要請により得られる情報又

は同法の規定によりその例に

よることとされる国税徴収法

第１４１条の規定による質問

若しくは検査により得られる

情報であって第５１条で定め

るもの 

５ 市長 国民健康保険法による

保険給付の支給に関す

る事務であって第５２

条で定めるもの 

教育委員会 学校教育法による就学援助に

関する情報であって第５２条

で定めるもの 



６ 市長 都市計画法による受益

者負担金の賦課徴収に

関する事務であって第

５３条で定めるもの 

教育委員会 都市計画法第７５条第５項の

規定によりその例によること

とされる国税徴収法第１４１

条の規定による質問若しくは

検査により得られる情報又は

同法第１４６条の２の規定に

よる協力要請により得られる

情報であって第５３条で定め

るもの 

７ 市長 中国残留邦人等支援給

付等の支給に関する事

務であって第５４条で

定めるもの 

教育委員会 中国残留邦人等支援法第１４

条第４項（中国残留邦人等支

援法第１５条第３項（平成２

５年改正法附則第３条第１項

の場合を含む。）及び平成１

９年改正法附則第４条第２項

において準用する場合を含

む。）又は平成２５年改正法

附則第２条第１項（平成２５

年改正法附則第２条第３項の

場合を含む。）若しくは第２

項の規定によりなお従前の例

によるものとされた旧法第１

４条第４項の規定によりその

例によることとされる生活保

護法第２９条第１項の規定に

よる必要な書類の閲覧、資料

の提供若しくは報告を求める

ことができる情報又は同法第

５５条の６の規定による報告

を求めることができる情報で

あって第５４条で定めるもの 



８ 市長 社会局長通知による外

国人に対する生活保護

の措置に関する事務で

あって第５５条で定め

るもの 

教育委員会 社会局長通知により準ずるこ

ととされる生活保護法第２９

条第１項の規定による必要な

書類の閲覧、資料の提供若し

くは報告を求めることができ

る情報又は同法第５５条の６

の規定による報告を求めるこ

とができる情報であって第

５５条で定めるもの 

第４章の章名中「別表第３の規則で定める事務及び情報」を「第４条第１項第３号に掲げる事務

及び同条例第５条第１項第２号の規則で定める特定個人情報」に改める。 

第３８条中「別表第二の主務省令」を「情報連携主務省令」に改め、第３章中同条を第４６条と

する。 

第３７条中「条例別表第２の３０の項の規則」を「第９条の表３６の項」に改め、同条第６号中

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で

定める事務及び情報を定める命令第５５条第１号」を「情報連携主務省令第１４６条第１号」に改

め、「掲げる情報」の次に「（当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第１２条の８第３項

の傷病補償年金、同法第１５条第１項の障害補償年金、同法第１６条の遺族補償年金、同法第２０

条の５第２項の複数事業労働者障害年金、同法第２０条の６第２項の複数事業労働者遺族年金、同

法第２０条の８第１項の複数事業労働者傷病年金、同法第２２条の３第２項の障害年金、同法第２２

条の４第２項の遺族年金若しくは同法第２３条第１項の傷病年金又は同法附則第５９条第１項の障

害補償年金前払一時金、同法附則第６０条第１項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第６０条の

３第１項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第６０条の４第１項の複数事業労働者遺

族年金前払一時金、同法附則第６２条第１項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第６３条第１

項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報を除く。）」を加え、同条第７号中「第３５条第５号

の５」を「第３７条第５号の５」に改め、同条を第４５条とする。 

第３６条の６中「条例別表第２の２９の項の規則」を「第９条の表３５の項」に、「同項の規

則」を「同項」に改め、同条第３号ク中「又は特例給付」を削り、同条第４号キ中「申請」を「届

出」に改め、同号ク中「又は特例給付」を削り、同条を第４４条とする。 

第３６条の５中「条例別表第２の２８の５の項の規則」を「第９条の表３４の項」に、「同項の

規則」を「同項」に改め、同条第１号中オを削り、エをオとし、ウの次に次のように加える。 



エ 当該助成の対象となる者（児童に限る。）に係る母子保健法第２０条第１項の養育医療の

給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 

第３６条の５第２号中セ及びソを削り、同号スをソとし、アからシまでをウからセとし、同号に

ア及びイとして次のように加える。 

ア 当該申請に係る児童に係る児童福祉法第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情

報又は知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ハの判定に関する情報 

イ 当該申請を行う者、当該者の配偶者、当該申請に係る児童又は当該申請を行う者と住所

地を同じくする者に係る戸籍関係情報 

第３６条の５第４号中セ及びソを削り、同号スをソとし、アからシまでをウからセまでとし、同

号にア及びイとして次のように加える。 

ア 当該届出に係る児童に係る児童福祉法第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情

報又は知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ハの判定に関する情報 

イ 当該届出を行う者、当該者の配偶者、当該届出に係る児童又は当該届出を行う者と住所

地を同じくする者に係る戸籍関係情報 

第３６条の５第５号中キを削り、同号カをキとし、オの次に次のように加える。 

カ 当該助成を受けた者（児童に限る。）に係る母子保健法第２０条第１項の養育医療の給付

又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 

第３６条の５を第４３条とする。 

第３６条の４中「条例別表第２の２８の４の項の規則」を「第９条の表３３の項」に、「同項の

規則」を「同項」に改め、同条第１号中キを削り、同号カをキとし、オをカとし、エの次に次のよ

うに加える。 

オ 当該算定に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３６条の４第３号中コを削り、同号ケをコとし、クをケとし、キをクとし、カの次に次のよう

に加える。 

キ 当該返還に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３６条の４を第４２条とする。 

第３６条の３中「条例別表第２の２８の３の項の規則」を「第９条の表３２の項」に、「同項の

規則」を「同項」に改め、同条第１号中ウを削り、同号イをウとし、アの次に次のように加える。 

イ 当該支給制限に係る者に係る身体障害者福祉法第１８条第２項の障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報 

第３６条の３第１号中ソを削り、同号セをタとし、スをセとし、セの次に次のように加える。 



ソ 当該支給制限に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３６条の３第１号シをスとし、サをシとし、コをサとし、ケをコとし、クをケとし、キをクと

し、カをキとし、オの２をカとし、同条第２号中ウを削り、同号イをウとし、アの次に次のように

加える。 

イ 当該支給制限に係る者に係る身体障害者福祉法第１８条第２項の障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報 

第３６条の３第２号セをソとし、スをセとし、シをスとし、サをシとし、コをサとし、ケをコと

し、クをケとし、キをクとし、カをキとし、オの２をカとし、同条第３号中ウを削り、同号イをウ

とし、アの次に次のように加える。 

イ 当該返還に係る者に係る身体障害者福祉法第１８条第２項の障害者支援施設等への入所等

の措置に関する情報 

第３６条の３第３号中ソを削り、同号セをタとし、スをセとし、セの次に次のように加える。 

ソ 当該返還に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３６条の３第３号シをスとし、サをシとし、コをサとし、ケをコとし、クをケとし、キをクと

し、カをキとし、オの２をカとし、同条を第４１条とする。 

第３６条の２中「条例別表第２の２８の２の項の規則」を「第９条の表３１の項」に、「同項の

規則」を「同項」に改め、同条第１号中「（昭和４４年神奈川県条例第９号）」を削り、同号中ス

を削り、同号シをスとし、サをシとし、コの次に次のように加える。 

サ 当該請求に係る障害児、当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る

公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３６条の２第２号中スを削り、同号シをスとし、サをシとし、コの次に次のように加える。 

サ 当該届出に係る障害児、当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る

公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３６条の２を第４０条とする。 

第３６条中「条例別表第２の２８の項の規則」を「第９条の表３０の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第３９条とする。 

第３５条の２中「条例別表第２の２７の２の項の規則」を「第９条の表２９の項」に、「同項の

規則」を「同項」に改め、同条第１号中「子ども・子育て支援法第２０条第１項の」を「子ども・

子育て支援法第２０条第１項に規定する」に改め、同号アからセまでを次のように改める。 

ア 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第１９条各号に掲げる小学校就学前

子ども（以下この条において「教育・保育給付認定子ども」という。）又は当該教育・保育



給付認定子どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る児童福祉法第１１条

第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ハ

の判定に関する情報 

イ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る児童福祉法第２４条第３項の調

整若しくは要請又は同条第４項から第６項までの措置に関する情報 

ウ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る児童福祉法第５６条第２項の費

用の徴収に関する情報 

エ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る戸籍

関係情報 

オ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る身体

障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

カ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び

その障害の程度に関する情報 

キ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る生活

保護実施関係情報 

ク 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属し、又は生計

を一にする者に係る市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 

ケ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る道府県民税の税額又はその算定

の基礎となる事項に関する情報 

コ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る特別児童扶養手当等の支給に関

する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 

サ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもと生計を一にする者に係る中国

残留邦人等支援給付実施関係情報 

シ 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る外国人生活保護措置実施関係情

報 



ス 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子どもの保護者に係る大和市ひとり親

家庭等医療費助成条例第６条の医療証の交付に関する情報 

セ 第１０条第４号の２コに掲げる情報（ただし、当該規定中「調整児童」とあるのは、「当

該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども」とする。） 

第３５条の２第３号中「の職権」を「に規定する職権」に改め、同条第４号中「の教育・保育給

付認定」を「に規定する教育・保育給付認定」に改め、同条第５号中「子ども・子育て支援法第

３０条の５第１項の」を「子ども・子育て支援法第３０条の５第１項に規定する」に改め、同号ア

からソまでを次のように改める。 

ア 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第３０条の４各号に掲げる小学校就

学前子ども（以下この条において「施設等利用給付認定子ども」という。）又は当該施設等

利用給付認定子どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る児童福祉法第

１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第１１条第１項第

２号の判定に関する情報 

イ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る児童福祉法第２４条第３項の調

整若しくは要請又は同条第４項から第６項までの措置に関する情報 

ウ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る児童福祉法第５６条第２項の費

用の徴収に関する情報 

エ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと生計を一にする者に係る戸籍

関係情報 

オ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと生計を一にする者に係る身体

障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

カ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと生計を一にする者に係る精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び

その障害の程度に関する情報 

キ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと生計を一にする者に係る生活

保護実施関係情報 

ク 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属し、又は生計

を一にする者に係る市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 

ケ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子



どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る道府県民税の税額又はその算定

の基礎となる事項に関する情報 

コ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもを監護し、又は養育する者に係

る児童扶養手当法第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報 

サ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る特別児童扶養手当等の支給に関

する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 

シ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもと生計を一にする者に係る中国

残留邦人等支援給付実施関係情報 

ス 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子

どもと同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る外国人生活保護措置実施関係情

報 

セ 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子どもの保護者に係る大和市ひとり親

家庭等医療費助成条例第６条の医療証の交付に関する情報 

ソ 第１０条第４号の２コに掲げる情報（ただし、当該規定中「調整児童」とあるのは「当該

施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども」とする。） 

第３５条の２第８号中「の職権」を「に規定する職権」に改め、同条第９号中「の施設等利用給

付認定」を「に規定する施設等利用給付認定」に改め、同条第１０号中「の子育て」を「に規定す

る子育て」に改め、同条を第３８条とする。 

第３５条中「条例別表第２の２７の項の規則」を「第９条の表２８の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第５号の５中セを削り、同号スをソとし、シをセとし、サをシとし、シの次

に次のように加える。 

ス 当該支給に係る障害者又は当該支給に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

第３５条第５号の５コをサとし、キからケまでをクからコまでとし、カの２を削り、カの次に次

のように加える。 

キ 当該支給に係る特例障害者又は当該支給に係る特例障害児の保護者に係る国民年金法第

１５条の給付の支給に関する情報 

第３５条第６号中コを削り、同号ケをコとし、クの次に次にように加える。 

ケ 当該事業の申請を行う障害者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３５条を第３７条とする。 



第３４条中「条例別表第２の２６の項の規則」を「第９条の表２７の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１号中「（平成１６年法律第１６６号）」を削り、同条を第３６条とする。 

第３３条中「条例別表第２の２５の項の規則」を「第９条の表２６の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第３５条とする。 

第３２条中「条例別表第２の２４の項の規則」を「第９条の表２５の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１７号中オを削り、同号エをオとし、ウの次に次のように加える。 

エ 当該保険料の徴収に係る被保険者に係る老齢福祉年金の給付に関する情報 

第３２条第１７号中クを削り、同号キをクとし、カの次に次のように加える。 

キ 当該保険料の徴収に係る被保険者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第３２条第１８号中エを削り、同号ウをエとし、イの次に次のように加える。 

ウ 賦課被保険者に係る老齢福祉年金の給付に関する情報 

第３２条第１９号中カを削り、同号オをカとし、エの次に次のように加える。 

オ 当該申請を行う者に係る老齢福祉年金の給付に関する情報 

第３２条第２０号中オを削り、同号エをオとし、ウの次に次のように加える。 

エ 当該資料の提供等に係る被保険者に係る老齢福祉年金の給付に関する情報 

第３２条を第３４条とする。 

第３１条中「条例別表第２の２３の項の規則」を「第９条の表２４の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第３３条とする。 

第３０条中「条例別表第２の２２の項の規則」を「第９条の表２３の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第３２条とする。 

第２９条中「条例別表第２の２１の項の規則」を「第９条の表２２の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１号中「（同法附則第２条第４項において準用する場合を含む。）及び同

法附則第２条第４項において適用し、又は準用する」を「の規定により読み替えて適用する」に改

め、「又は特例給付」を削り、同号中オを削り、同号エをオとし、ウの次に次のように加える。 

エ 当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第２９条第２号中「除き、同法附則第２条第４項において準用する場合を含む」を「除く」に改

め、同号中オを削り、同号エをオとし、ウの次に次のように加える。 

エ 当該届出に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 

第２９条を第３１条とする。 

第２８条中「条例別表第２の２０の項の規則」を「第９条の表２１の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第３０条とする。 



第２７条中「条例別表第２の１９の項の規則」を「第９条の表２０の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１号キ、第２号キ及び第６号カ中「又は特例給付」を削り、同条を第２９

条とする。 

第２６条中「条例別表第２の１８の項の規則」を「第９条の表１９の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１号中シを削り、同号サをシとし、コをサとし、ケの次に次のように加え

る。 

コ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

第２６条第２号中コを削り、同号ケをコとし、クをケとし、キの次に次のように加える。 

ク 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

第２６条第３号中コを削り、同号ケをコとし、クをケとし、キの次に次のように加える。 

ク 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

第２６条を第２８条とする。 

第２５条中「条例別表第２の１７の項の規則」を「第９条の表１８の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第４号中カを削り、同号オをカとし、エの次に次のように加える。 

オ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

第２５条を第２７条とする。 

第２４条中「条例別表第２の１６の項の規則」を「第９条の表１７の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第２６条とする。 

第２３条中「条例別表第２の１５の項の規則」を「第９条の表１６の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１号中「（昭和３９年法律第１２９号）」を削り、同条を第２５条とする。 

第２２条中「条例別表第２の１４の項の規則」を「第９条の表１５の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第２４条とする。 

第２１条中「条例別表第２の１３の項の規則」を「第９条の表１４の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条第１号アからクまでを次のように改める。 

ア 当該請求に係る児童（以下この号において「手当支給児童」という。）に係る児童福祉法

第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第１１条第１項

第２号ハの判定に関する情報 



イ 当該請求を行う者、当該者の配偶者、手当支給児童又は当該請求を行う者と住所地を同じ

くする者に係る戸籍関係情報 

ウ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害

者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

エ 当該請求を行う者、当該者の配偶者又は手当支給児童に係る精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する

情報 

オ 当該請求を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は手当支給児童に係る生活保護

実施関係情報 

カ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養

義務者の配偶者、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子（他の者の

同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。）若しくは当該者の扶養義務者でない

所得税法（昭和４０年法律第３３号）に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限

る。）に係る市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報 

キ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

ク 当該請求を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は手当支給児童に係る外国人生

活保護措置実施関係情報 

第２１条第４号アからキまでを次のように改める。 

ア 当該届出に係る児童（以下この号において「所得状況届出児童」という。）に係る児童福

祉法第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第１１条第

１項第２号ハの判定に関する情報 

イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害

者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

ウ 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は所得状況届出児童に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関

する情報 

エ 当該届出を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は所得状況届出児童に係る生活

保護実施関係情報 

オ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養

義務者の配偶者、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子（他の者の



同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。）若しくは当該者の扶養義務者でない

所得税法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）に係る市町村民税の税額

又はその算定の基礎となる事項に関する情報 

カ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

キ 当該届出を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は所得状況届出児童に係る外国

人生活保護措置実施関係情報 

第２１条第５号アからクまでを次のように改める。 

ア 当該届出に係る児童（以下この号において「現況届出児童」という。）に係る児童福祉法

第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第１１条第１項

第２号ハの判定に関する情報 

イ 当該届出を行う者、当該者の配偶者、現況届出児童又は当該届出を行う者と住所地を同じ

くする者に係る戸籍関係情報 

ウ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害

者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

エ 当該届出を行う者、当該者の配偶者又は現況届出児童に係る精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する

情報 

オ 当該届出を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は現況届出児童に係る生活保護

実施関係情報 

カ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養

義務者の配偶者、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子（他の者の

同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。）若しくは当該者の扶養義務者でない

所得税法に規定する控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）に係る市町村民税の税額

又はその算定の基礎となる事項に関する情報 

キ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る公的給付支給等口座登録

簿関係情報 

ク 当該届出を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は現況届出児童に係る外国人生

活保護措置実施関係情報 

第２１条第６号中カを削り、同号オをカとし、アからエまでをイからオまでとし、同号にアとし

て次のように加える。 



ア 当該届出に係る児童に係る児童福祉法第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情

報又は知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ハの判定に関する情報 

第２１条を第２３条とする。 

第２０条中「条例別表第２の１２の項の規則」を「第９条の表１３の項」に改め、「（昭和３６

年法律第２２３号）」を削り、「同項の規則」を「同項」に改め、同条第１１号中「（平成１０年

法律第６６号）」を削り、同条第１１号の２中「子ども・子育て支援法第２０条第１項の」を「子

ども・子育て支援法第２０条第１項に規定する」に改め、同条を第２２条とする。 

第１９条中「条例別表第２の１１の項の規則」を「第９条の表１２の項」に、「同項の規則」を

「同項」に改め、同条を第２１条とする。 

第１８条の２中「条例別表第２の１０の２の項の規則」を「第９条の表１１の項」に、「同項の

規則」を「同項」に改め、同条を第２０条とする。 

第１８条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条第２号エ及び

第８号の２オ中「又は特例給付」を削り、同号ク中「（平成１４年法律第１０３号）」を削り、同

条を第１９条とする。 

第１７条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条を第１８条と

する。 

第１６条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条第１号中

「（昭和３３年法律第５６号）」を削り、同条を第１７条とする。 

第１５条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条第１号中

「（昭和２６年法律第１９３号）」を削り、同条第５号ウ中「（昭和３８年法律第１３３号）」を

削り、同条を第１６条とする。 

第１４条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条第１０号イ中

「又は特例給付の支給」、「（昭和４６年法律第７３号）」、「（同法附則第２条第４項において

準用する場合を含む。）」及び「又は特例給付（同法附則第２条第１項の給付をいう。以下同

じ。）」を削り、同条第１１号エ中「（昭和３４年法律第１４７号）」を削り、同条を第１５条と

する。 

第１３条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条を第１４条と

する。 

第１２条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条を第１３条と

する。 

第１１条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条第１号中



「（昭和２３年法律第６８号）」を削り、同号イ中「（昭和４０年法律第１４１号）」を削り、同

条第２号ウ中「（昭和５７年法律第８０号）」を削り、同号コ中「（平成９年法律第１２３号）」

を削り、同条第４号ウ中「（昭和３４年法律第１４１号）」を削り、同条を第１２条とする。 

第１０条中「条例別表第２の」を「第９条の表」に改め、「の規則」を削り、同条第１号エ中

「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、同条を第１１条とする。 

第９条の前の見出しを削り、同条中「条例別表第２の」を「前条の表」に改め、「の規則」を削

り、同条第１号中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削り、同号ア中「（昭和２４年法律第２８３

号）」を削り、同号ウ中「（昭和３６年法律第２３８号）」を削り、同号エ中「（昭和３９年法律

第１３４号）」を削り、同条第１号の２キ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下「中

国残留邦人等支援法」という。」を「中国残留邦人等支援法」に改め、同条第４号の２アからシま

でを次のように改める。 

ア 当該調整又は要請に係る児童（以下この号において「調整児童」という。）又は当該調整

児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者（子ども・子育て支援法第３０条の５

第３項の施設等利用給付認定保護者又は同法第５９条第４号に掲げる事業（小学校就学前子

ども（同法第６条第１項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。）を対象とした

多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。以下同じ。）

の対象となる小学校就学前子どもの保護者に限る。以下同じ。）に係る児童福祉法第１１条

第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第１１条第１項第２号ハ

の判定に関する情報 

イ 調整児童、当該調整児童の保護者又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を

一にする者に係る戸籍関係情報 

ウ 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る身体障

害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

エ 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びそ

の障害の程度に関する情報 

オ 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る生活保

護実施関係情報 

カ 調整児童、当該調整児童の保護者又はこれらの者と同一の世帯に属し、若しくは生計を一

にする者に係る道府県民税又は市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情



報 

キ 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る特別児

童扶養手当等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 

ク 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る中国残

留邦人等支援給付実施関係情報 

ケ 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る次に掲

げる事項に関する情報 

(ｱ) 子ども・子育て支援法（以下このケにおいて「法」という。）第２０条第１項に規定

する教育・保育給付認定 

(ｲ) 法第２３条第１項の教育・保育給付認定の変更の認定又は同条第４項の職権による教

育・保育給付認定の変更の認定 

(ｳ) 法第２４条第１項の規定による教育・保育給付認定の取消し 

(ｴ) 法第３０条の５第１項に規定する施設等利用給付認定 

(ｵ) 法第３０条の８第１項の施設等利用給付認定の変更の認定又は同条第４項の職権によ

る施設等利用給付認定の変更の認定 

(ｶ) 法第３０条の９第１項の規定による施設等利用給付認定の取消し 

コ 調整児童と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る公的給付支給等口座登録簿関

係情報 

サ 調整児童又は当該調整児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る外国人

生活保護措置実施関係情報 

シ 調整児童の保護者に係る大和市ひとり親家庭等医療費助成条例第６条の医療証の交付に関

する情報 

第９条第４号の３アからスまでを次のように改める。 

ア 当該措置に係る児童、当該児童の保護者又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計

を一にする者に係る戸籍関係情報 

イ 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る

児童福祉法第１１条第１項第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉法第

１１条第１項第２号ハの判定に関する情報 

ウ 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る

身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

エ 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付

及びその障害の程度に関する情報 

オ 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る

生活保護実施関係情報 

カ 当該措置に係る児童、当該児童の保護者又はこれらの者と同一の世帯に属し、若しくは生

計を一にする者に係る道府県民税又は市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関

する情報 

キ 当該措置に係る児童を監護し、又は養育する者に係る児童扶養手当法第４条第１項の児童

扶養手当の支給に関する情報 

ク 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情

報 

ケ 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る

中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

コ 当該措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る

外国人生活保護措置実施関係情報 

サ 当該措置に係る児童の保護者に係る大和市ひとり親家庭等医療費助成条例第６条の医療証

の交付に関する情報 

シ 第４号の２ケ(ｱ)から(ｶ)までに掲げる事項に関する情報（ただし、当該規定中「調整児

童」とあるのは、「当該措置に係る児童」とする。） 

ス 第４号の２コに掲げる情報（ただし、当該規定中「調整児童」とあるのは、「当該措置に

係る児童」とする。） 

第９条第８号アからスまでを次のように改める。 

ア 当該徴収に係る児童福祉法第２４条第５項又は第６項の措置に係る児童（以下この号にお

いて「措置児童」という。）又は措置児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者

に係る児童福祉法第１１条第１号第２号ハの調査及び判定に関する情報又は知的障害者福祉

法第１１条第１項第２号ハの判定に関する情報 

イ 措置児童、当該措置児童の保護者又は当該措置児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を

一にする者に係る戸籍関係情報 

ウ 措置児童と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る身体障害者福祉法第１５条第

１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 



エ 措置児童と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する

情報 

オ 措置児童と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る生活保護実施関係情報 

カ 措置児童と生計を一にする者に係る市町村民税に関する情報 

キ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る道府県

民税に関する情報 

ク 措置児童と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る特別児童扶養手当等の支給に

関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 

ケ 措置児童と同一の世帯に属し、又は生計を一にする者に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報 

コ 第４号の２ケ(ｱ)から(ｶ)までに掲げる事項に関する情報（ただし、当該規定中「調整児

童」とあるのは、「措置児童」とする。） 

サ 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属し、若しくは生計を一にする者に係る外国人

生活保護措置実施関係情報 

シ 措置児童の保護者に係る大和市ひとり親家庭等医療費助成条例第６条の医療証の交付に関

する情報 

ス 第４号の２コに掲げる情報（ただし、当該規定中「調整児童」とあるのは、「措置児童」

とする。） 

第９条第９号イ中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削り、同条を第１０条とし、第３章中同

条の前に次の見出し及び１条を加える。 

（条例第４条第１項第３号に掲げる事務及び同条第３項の規則で定める特定個人情報） 

第９条 条例第４条第１項第３号に掲げる事務（次章で定めるものを除く。）は、次の表の左欄に

掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務とし、同条第３項の規則で定める特定個人情報は、同

表の右欄に定める特定個人情報とする。 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）による障害児通

所給付費、特例障害児通所給

付費、高額障害児通所給付

児童福祉法による助産施設における助産の実施又

は母子生活支援施設における保護の実施に関する

情報であって次条で定めるもの 

戸籍関係情報であって次条で定めるもの 



費、肢体不自由児通所医療

費、障害児相談支援給付費若

しくは特例障害児相談支援給

付費の支給、障害福祉サービ

スの提供、保育所における保

育の実施若しくは措置又は費

用の徴収に関する事務であっ

て次条で定めるもの 

障害者関係情報であって次条で定めるもの 

生活保護関係情報であって次条で定めるもの 

地方税関係情報であって次条で定めるもの 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）に

よる医療に関する給付の支給に関する情報であっ

て次条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって次条で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報であって次条で定める

もの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって次条

で定めるもの 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）による子どものための教育・保育給付又は子

育てのための施設等利用給付の支給に関する情報

であって次条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって次条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって次条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって次条

で定めるもの 

２ 市長 児童福祉法による助産施設に

おける助産の実施又は母子生

活支援施設における保護の実

施に関する事務であって第

１１条で定めるもの 

児童福祉法による費用の徴収に関する情報であっ

て第１１条で定めるもの 

障害者関係情報であって第１１条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第１１条で定めるもの 

地方税関係情報であって第１１条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給に

関する情報であって第１１条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第１１条で定める

もの 



中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

１１条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１１条で定めるもの 

３ 市長 予防接種法（昭和２３年法律

第６８号）による予防接種の

実施、給付の支給又は実費の

徴収に関する事務であって第

１２条で定めるもの 

障害者関係情報であって第１２条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第１２条で定めるもの 

地方税関係情報であって第１２条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給又

は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）による医療に関する給付の支給若

しくは保険料の徴収に関する情報であって第１２

条で定めるもの 

年金給付関係情報であって第１２条で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和３９年法律第１３４号）による特別児童扶養手

当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に

関する情報であって第１２条で定めるもの 

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による

新生児の訪問指導、健康診査、未熟児の訪問指

導、養育医療の給付又は養育医療に要する費用の

支給に関する情報であって第１２条で定めるもの 

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年

法律第３４号。以下「昭和６０年法律第３４号」

という。）附則第９７条第１項の規定による福祉

手当の支給に関する情報であって第１２条で定め

るもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第１２条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第１２条で定め

るもの 



社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１２条で定めるもの 

４ 市長 身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による障

害福祉サービス、障害者支援

施設等への入所等の措置又は

費用の徴収に関する事務であ

って第１３条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第１３条で定めるもの 

地方税関係情報であって第１３条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第１３条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第１３条で定め

るもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１３条で定めるもの 

５ 市長 生活保護法による保護の決定

及び実施、就労自立給付金若

しくは進学・就職準備給付金

の支給、被保護者健康管理支

援事業の実施、保護に要する

費用の返還又は徴収金の徴収

に関する事務であって第１４条

で定めるもの 

生活保護法第２９条第１項の規定による必要な書

類の閲覧、資料の提供若しくは報告を求めること

ができる情報又は同法第５５条の６の規定による

報告を求めることができる情報であって第１４条

で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１４条で定めるもの 

６ 市長 地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に

関する法律及びこれらの法律

に基づく条例又は森林環境税

及び森林環境譲与税に関する

法律（平成３１年法律第３

号）による地方税若しくは森

林環境税の賦課徴収又は地方

税若しくは森林環境税に関す

る調査（犯則事件の調査を含

む。）に関する事務であって

第１５条で定めるもの 

障害者関係情報であって第１５条で定めるもの 

身体障害者福祉法による障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報であって第１５条で定め

るもの 

生活保護関係情報であって第１５条で定めるもの 

地方税法第２０条の１１の規定による協力要請に

より得られる情報又は同法の規定によりその例に

よることとされる国税徴収法（昭和３４年法律第

１４７号）第１４１条の規定による質問若しくは

検査により得られる情報であって第１５条で定め

るもの 

下水道使用料の徴収に関する情報であって第１５



条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給又

は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に

関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する

情報であって第１５条で定めるもの 

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）に

よる障害者支援施設等への入所等の措置に関する

情報であって第１５条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第１５条で定める

もの 

都市計画法による受益者負担金の賦課徴収に関す

る情報であって第１５条で定めるもの 

児童手当関係情報であって第１５条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第１５条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第１５条で定め

るもの 

障害者自立支援給付関係情報であって第１５条で

定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１５条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

１５条で定めるもの 

７ 市長 公営住宅法（昭和２６年法律

第１９３号）による公営住宅

の管理に関する事務であって

第１６条で定めるもの 

障害者関係情報であって第１６条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第１６条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第１６条で定めるもの 

下水道使用料の徴収に関する情報であって第１６



条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第１６条で定める

もの 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）による

福祉の措置に関する情報であって第１６条で定め

るもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第１６条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第１６条で定め

るもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１６条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって

第１６条で定めるもの 

８ 教育委

員会 

学校保健安全法（昭和３３年

法律第５６号）による医療に

要する費用についての援助に

関する事務であって第１７条

で定めるもの 

学校教育法による就学援助に関する情報であって

第１７条で定めるもの 

９ 市長 下水道使用料の徴収に関する

事務であって第１８条で定め

るもの 

地方自治法第２３１条の３第３項の規定によりそ

の例によることとされる地方税法第２０条の１１

の規定による協力要請により得られる情報又は同

法の規定によりその例によることとされる国税徴

収法第１４１条の規定による質問若しくは検査に

より得られる情報であって第１８条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第１８条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第１８条で定めるもの 



都市計画法による受益者負担金の賦課徴収に関す

る情報であって第１８条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第１８条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１８条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって

第１８条で定めるもの 

１０ 市長 国民健康保険法による保険給

付の支給又は保健事業の実施

に関する事務であって第１９

条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第１９条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第１９条で定めるもの 

年金給付関係情報であって第１９条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第１９条で定める

もの 

児童手当関係情報であって第１９条で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関

する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報で

あって第１９条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第１９条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第１９条で定め

るもの 

健康増進法（平成１４年法律第１０３号）による

健康増進事業の実施に関する情報であって第１９

条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第１９条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の



助成に関する情報であって第１９条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって第１９条で定める

もの 

大和市子ども医療費助成条例による医療費の助成

に関する情報であって第１９条で定めるもの 

１１ 市長 国民年金法（昭和３４年法律

第１４１号）による年金であ

る給付若しくは一時金の支給

又は加入員の資格の取得及び

喪失に関する事項の届出に関

する事務であって第２０条で

定めるもの 

障害者関係情報であって第２０条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２０条で定めるもの 

地方税関係情報であって第２０条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２０条で定めるもの 

１２ 市長 知的障害者福祉法による障害

福祉サービス、障害者支援施

設等への入所等の措置又は費

用の徴収に関する事務であっ

て第２１条で定めるもの 

障害者関係情報であって第２１条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２１条で定めるもの 

地方税関係情報であって第２１条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

第２１条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第２１条で定め

るもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２１条で定めるもの 

１３ 市長 災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）による被災

者台帳の作成に関する事務で

あって第２２条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２２条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第２２条で定めるもの 

公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報で

あって第２２条で定めるもの 

下水道使用料の徴収に関する情報であって第２２



条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第２２条で定める

もの 

高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関

する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報で

あって第２２条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第２２条で定め

るもの 

被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６

号）による被災者生活再建支援金に関する情報で

あって第２２条で定めるもの 

子ども・子育て支援法による子どものための教

育・保育給付の支給に関する情報であって第２２

条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２２条で定めるもの 

１４ 市長 児童扶養手当法（昭和３６年

法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する事務

であって第２３条で定めるも

の 

戸籍関係情報であって第２３条で定めるもの 

障害者関係情報であって第２３条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２３条で定めるもの 

地方税関係情報であって第２３条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２３条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

２３条で定めるもの 

１５ 市長 老人福祉法による福祉の措置

又は費用の徴収に関する事務

であって第２４条で定めるも

の 

障害者関係情報であって第２４条で定めるもの 

身体障害者福祉法による障害福祉サービスに関す

る情報であって第２４条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２４条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若



しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第２４条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給又

は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に

関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する

情報であって第２４条で定めるもの 

年金給付関係情報であって第２４条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

２４条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第２４条で定め

るもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による自立支援給付の支給又は地域

生活支援事業の実施に関する情報であって第２４

条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２４条で定めるもの 

１６ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉

法（昭和３９年法律第１２９

号）による資金の貸付けに関

する事務であって第２５条で

定めるもの 

地方税関係情報であって第２５条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第２５条で定める

もの 

１７ 市長 母子及び父子並びに寡婦福祉

法による給付金の支給に関す

る事務であって第２６条で定

めるもの 

生活保護関係情報であって第２６条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

２６条で定めるもの 

１８ 市長 特別児童扶養手当等の支給に

関する法律による特別児童扶

養手当の支給に関する事務で

あって第２７条で定めるもの 

障害者関係情報であって第２７条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２７条で定めるもの 

地方税関係情報であって第２７条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第



２７条で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による療養介護若しくは施設入所支

援に関する情報であって第２７条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２７条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

２７条で定めるもの 

１９ 市長 特別児童扶養手当等の支給に

関する法律による障害児福祉

手当若しくは特別障害者手当

又は昭和６０年法律第３４号

附則第９７条第１項の規定に

よる福祉手当の支給に関する

事務であって第２８条で定め

るもの 

障害者関係情報であって第２８条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２８条で定めるもの 

地方税関係情報であって第２８条で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報であって第２８条で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

２８条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第２８条で定め

るもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による療養介護若しくは施設入所支

援に関する情報であって第２８条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２８条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

２８条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって第２８条で定めるもの 

２０ 市長 母子保健法による保健指導、

新生児の訪問指導、健康診

査、妊娠の届出、母子健康手

帳の交付、妊産婦の訪問指

児童福祉法による保育所における保育の実施に関

する情報であって第２９条で定めるもの 

予防接種法による予防接種の実施に関する情報で

あって第２９条で定めるもの 



導、低体重児の届出、未熟児

の訪問指導、養育医療の給付

若しくは養育医療に要する費

用の支給又は費用の徴収に関

する事務であって第２９条で

定めるもの 

障害者関係情報であって第２９条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第２９条で定めるもの 

地方税関係情報であって第２９条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給に

関する情報であって第２９条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第２９条で定める

もの 

児童手当関係情報であって第２９条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

２９条で定めるもの 

子ども・子育て支援法による子どものための教

育・保育給付の支給に関する情報であって第２９

条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第２９条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって第２９条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって第２９条で定める

もの 

大和市子ども医療費助成条例による医療費の助成

に関する情報であって第２９条で定めるもの 

２１ 市長 都市計画法による受益者負担

金の賦課徴収に関する事務で

あって第３０条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第３０条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第３０条で定めるもの 

下水道使用料の徴収に関する情報であって第３０

条で定めるもの 



都市計画法第７５条第５項の規定によりその例に

よることとされる国税徴収法第１４１条の規定に

よる質問若しくは検査により得られる情報又は同

法第１４６条の２の規定による協力要請により得

られる情報であって第３０条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

３０条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３０条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

３０条で定めるもの 

２２ 市長

（児童手

当法（昭

和４６年

法律第７

３号）第

１７条第

１項の表

の下欄に

掲げる者

を含む。） 

児童手当法による児童手当の

支給に関する事務であって第

３１条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第３１条で定めるもの 

地方税関係情報であって第３１条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給に

関する情報であって第３１条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３１条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

３１条で定めるもの 

２３ 市長 高齢者の医療の確保に関する

法律による後期高齢者医療給

付の支給、保険料の徴収又は

同法第１２５条第１項の高齢

者保健事業若しくは同条第５

項の事業の実施に関する事務

であって第３２条で定めるも

の 

障害者関係情報であって第３２条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第３２条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第３２条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給に

関する情報であって第３２条で定めるもの 



中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

３２条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第３２条で定め

るもの 

健康増進法による健康増進事業の実施に関する情

報であって第３２条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３２条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

３２条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって第３２条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって第３２条で定める

もの 

２４ 市長 中国残留邦人等支援給付等の

支給に関する事務であって第

３３条で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成６年法律第３０号。以下

「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第

４項（中国残留邦人等支援法第１５条第３項（中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律

（平成２５年法律第１０６号。以下「平成２５年

改正法」という。）附則第３条第１項の場合を含

む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下

「平成１９年改正法」という。）附則第４条第２

項において準用する場合を含む。）又は平成２５

年改正法附則第２条第１項（平成２５年改正法附

則第２条第３項の場合を含む。）若しくは第２項



の規定によりなお従前の例によるものとされた平

成２５年改正法による改正前の中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（以下「旧法」という。）第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生

活保護法第２９条第１項の規定による必要な書類

の閲覧、資料の提供若しくは報告を求めることが

できる情報又は同法第５５条の６の規定による報

告を求めることができる情報であって第３３条で

定めるもの 

２５ 市長 介護保険法（平成９年法律第

１２３号）による保険給付の

支給、地域支援事業の実施又

は保険料の徴収に関する事務

であって第３４条で定めるも

の 

身体障害者福祉法による障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報であって第３４条で定め

るもの 

生活保護関係情報であって第３４条で定めるもの 

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項又は徴収に関す

る情報であって第３４条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給又

は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に

関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する

情報であって第３４条で定めるもの 

年金給付関係情報であって第３４条で定めるもの 

知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報であって第３４条で定め

るもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

３４条で定めるもの 

障害者自立支援給付関係情報であって第３４条で

定めるもの 



社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３４条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

３４条で定めるもの 

２６ 市長 健康増進法による健康増進事

業の実施に関する事務であっ

て第３５条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第３５条で定めるもの 

地方税関係情報であって第３５条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給又

は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に

関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する

情報であって第３５条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第３５条で定める

もの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

３５条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第３５条で定め

るもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３５条で定めるもの 

２７ 市長 特定障害者に対する特別障害

給付金の支給に関する法律

（平成１６年法律第１６６

号）による特別障害給付金の

支給に関する事務であって第

３６条で定めるもの 

障害者関係情報であって第３６条で定めるもの 

地方税関係情報であって第３６条で定めるもの 

２８ 市長 障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による自立支援給付の支

給又は地域生活支援事業の実

施に関する事務であって第３７

条で定めるもの 

障害者関係情報であって第３７条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第３７条で定めるもの 

地方税関係情報であって第３７条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給又

は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に

関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する



情報であって第３７条で定めるもの 

年金給付関係情報であって第３７条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第３７条で定める

もの 

特別児童扶養手当関係情報であって第３７条で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

３７条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第３７条で定め

るもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３７条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

３７条で定めるもの 

大和市身体障がい児補装具費利用者負担金助成事

業実施要綱による利用者負担金の助成に関する情

報であって第３７条で定めるもの 

２９ 市長 子ども・子育て支援法による

子どものための教育・保育給

付若しくは子育てのための施

設等利用給付の支給又は地域

子ども・子育て支援事業の実

施に関する事務であって第３８

条で定めるもの 

児童福祉法による保育所における保育の実施若し

くは措置又は費用の徴収に関する情報であって第

３８条で定めるもの 

戸籍関係情報であって第３８条で定めるもの 

障害者関係情報であって第３８条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第３８条で定めるもの 

地方税関係情報であって第３８条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第３８条で定める

もの 

特別児童扶養手当関係情報であって第３８条で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

３８条で定めるもの 



社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第３８条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

３８条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって第３８条で定める

もの 

３０ 市長 社会局長通知による外国人に

対する生活保護の措置に関す

る事務であって第３９条で定

めるも 

生活保護関係情報であって第３９条で定めるもの 

社会局長通知により準ずることとされる生活保護

法第２９条第１項の規定による必要な書類の閲

覧、資料の提供若しくは報告を求めることができ

る情報又は同法第５５条の６の規定による報告を

求めることができる情報であって第３９条で定め

るもの 

３１ 市長 神奈川県在宅重度障害者等手

当支給条例（昭和４４年神奈

川県条例第９号）による手当

の支給に関する事務であって

第４０条で定めるもの 

障害者関係情報であって第４０条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第４０条で定めるもの 

地方税関係情報であって第４０条で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報であって第４０条で定

めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和

６０年法律第３４号附則第９７条第１項の福祉手

当の支給に関する情報であって第４０条で定める

もの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

４０条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第４０条で定め

るもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による療養介護又は施設入所支援に



関する情報であって第４０条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第４０条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

４０条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって第４０条で定めるもの 

３２ 市長 大和市障害者福祉手当に関す

る条例による障害者福祉手当

の支給に関する事務であって

第４１条で定めるもの 

障害者関係情報であって第４１条で定めるもの 

身体障害者福祉法による障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報であって第４１条で定め

るもの 

生活保護関係情報であって第４１条で定めるもの 

地方税関係情報であって第４１条で定めるもの 

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情

報であって第４１条で定めるもの 

知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入

所等の措置に関する情報であって第４１条で定め

るもの 

老人福祉法による福祉の措置に関する情報であっ

て第４１条で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報であって第４１条で定

めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障

害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和

６０年法律第３４号附則第９７条第１項の福祉手

当の支給に関する情報であって第４１条で定める

もの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

４１条で定めるもの 

介護保険給付等関係情報であって第４１条で定め



るもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による療養介護又は施設入所支援に

関する情報であって第４１条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第４１条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

４１条で定めるもの 

３３ 市長 大和市心身障害者医療費助成

条例による医療費の助成に関

する事務であって第４２条で

定めるもの 

障害者関係情報であって第４２条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第４２条で定めるもの 

地方税関係情報であって第４２条で定めるもの 

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する

法律による医療に関する給付の支給に関する情報

であって第４２条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第４２条で定める

もの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

４２条で定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第４２条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

４２条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって第４２条で定める

もの 

大和市子ども医療費助成条例による医療費の助成

に関する情報であって第４２条で定めるもの 

３４ 市長 大和市ひとり親家庭等医療費

助成条例による医療費の助成

に関する事務であって第４３

戸籍関係情報であって第４３条で定めるもの 

障害者関係情報であって第４３条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第４３条で定めるもの 



条で定めるもの 地方税関係情報であって第４３条で定めるもの 

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する

法律による医療に関する給付の支給に関する情報

であって第４３条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第４３条で定める

もの 

特別児童扶養手当関係情報であって第４３条で定

めるもの 

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に

要する費用の支給に関する情報であって第４３条

で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

４３条で定めるもの 

障害者自立支援給付関係情報であって第４３条で

定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第４３条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

４３条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって第４３条で定めるもの 

大和市子ども医療費助成条例による医療費の助成

に関する情報であって第４３条で定めるもの 

３５ 市長 大和市子ども医療費助成条例

による医療費の助成に関する

事務であって第４４条で定め

るもの 

戸籍関係情報であって第４４条で定めるもの 

障害者関係情報であって第４４条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第４４条で定めるもの 

地方税関係情報であって第４４条で定めるもの 

国民健康保険法による医療に関する給付の支給に

関する情報であって第４４条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第４４条で定める



もの 

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に

要する費用の支給に関する情報であって第４４条

で定めるもの 

児童手当関係情報であって第４４条で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

４４条で定めるもの 

障害者自立支援給付関係情報であって第４４条で

定めるもの 

社会局長通知による外国人に対する生活保護の措

置に関する情報であって第４４条で定めるもの 

公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第

４４条で定めるもの 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって第４４条で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって第４４条で定める

もの 

３６ 市長 大和市身体障がい児補装具費

利用者負担金助成事業実施要

綱による利用者負担金の助成

に関する事務であって第４５

条で定めるもの 

生活保護関係情報であって第４５条で定めるもの 

地方税関係情報であって第４５条で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であって第４５条で定める

もの 

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって第

４５条で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律による自立支援給付の支給に関する

情報であって第４５条で定めるもの 

情報連携主務省令第２条の表１４４及び１４５の

項第４欄に掲げる利用特定個人情報のうち自らが

保有するものであって第４５条で定めるもの 



２８の項右欄（国民健康保険法による医療に関す

る給付の支給又は高齢者の医療の確保に関する法

律による医療に関する給付の支給若しくは保険料

の徴収に関する情報、介護保険給付等関係情報及

び大和市身体障がい児補装具費利用者負担金助成

事業実施要綱による利用者負担金の助成に関する

情報を除く。）に掲げる情報であって第４５条で

定めるもの 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


